
「中心市街地の活性化に関する法律」 

１．手続き相関図 

 



 ２．条項（法律抜粋） 

 
中心市街地の活性化に関する法律（平成十年六月三日法律第九十二号） 

最終改正：平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 

 
  （基本計画の認定）  

第九条  市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地 

の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画（以下「基本計画」と 

いう。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。  

２～４  （略） 

５  市町村は、第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは、第十五条第一項の規定によ 

り中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中 

心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていな 

い場合には、第二項第五号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又 

は商工会議所の意見を聴かなければならない。  

６～１２ （略） 

 

（中心市街地活性化協議会）  

第十五条  第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及 

びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要

な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規

約を定め、共同で中心市街地活性化協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。  

一  （略）  

二  （略）  

２～８ （略） 

     ９  協議会は、市町村に対し、第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並び 

に認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。  

    １０～１１ （略） 

 
 


